
 小牧市スポーツ施設の管理に関する規則の一部を改正する規則をここに
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小牧市教育委員会規則第３号  

 

 

  



小牧市スポーツ施設の管理に関する規則の一部を改正する規

則  

 

小牧市スポーツ施設の管理に関する規則（昭和５６年小牧市教育委員会

規則第２号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１項各号を削り、同項に次の表を加える。  

施設  開場時間  

屋内施設  午前８時３０分から午後９時３０分まで  

屋

外

施

設  

小牧市さか

き運動場  

テニス

コート  

午前９時から午後５時（夜間照明を利用する

場合は、午後９時３０分）まで  

多目的

コート  

午前８時３０分から午後４時３０分（夜間照

明を利用する場合は、午後９時）まで  

小牧市南ス

ポーツセン

ター  

グラン

ド  

午前８時３０分（４月１日から１０月３１日

までの期間は、午前６時）から午後５時（夜

間照明を利用する場合は、午後９時）まで  

その他の施設  午前８時３０分から午後５時（夜間照明を利

用する場合は、午後９時）まで  

第２条第３項中「テニスコート」の次に「及び多目的コート」を加える。  

附  則  

この規則は、令和６年５月２日から施行する。  

 

 


